
【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】

●本市では、都市機能誘導区域及び誘導施設を位置付けるにあたり、以下の考え方に基づき検討を行います。

4-1 都市機能誘導区域の及び誘導施設の設定方針・考え方 4-2 都市機能誘導区域の具体的な設定

No. 地区名（都市機能誘導区域）
１ 金剛駅周辺地区
２ 大阪狭山市駅周辺地区
３ 狭山駅周辺地区
４ 今熊地区周辺地区
５ 狭山ニュータウン地区北部周辺地区
６ 狭山ニュータウン地区南部周辺地区

本編ｐ61～67
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関連部局の意向、関連計画・関連事業等の検討状況を踏まえ、
以下の内容を更新しています。

①本計画において位置づける、誘導施設一覧と法的根拠

②各都市機能誘導区域における誘導施設の記載表現

③各都市機能誘導区域に位置付けた誘導施設の分布状況

④その他の位置づけにおける具体的な記載表現



●本計画では、下記施設を誘導施設の対象とします。
①都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設
②具体的な事業計画がある施設

4-3 誘導施設の具体的な設定

【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】本編ｐ68～70
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◆解説◆
・各都市機能誘導区域で、誘導することが望ましい施設として、誘導施設を位置づけています。
・位置づけの無い施設についても、立地を妨げるものではありません。
・各区域で位置のある誘導施設の休止・廃止の際は、『休止・廃止の届出』が必要です。
・各区域で位置づけの無い誘導施設の建築・開発は、『建築・開発行為の届出』が必要です。
・具体的な事業計画（誘導施策）があるものについては、内容を第7章に記載しています。



●本市では、各都市機能誘導区域の課題や方向性を踏まえ、必要に応じてその他の位置づけを記載します。
※本位置づけはあくまで“エリアのイメージ”であり、個別の取組みにおいては位置づけも参考にしながら、個別検討を行う。

4-3 誘導施設の具体的な設定

【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】本編ｐ71
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前回からの大きな変更なし
※文言表現、レイアウトの修正、図の追加程度



4-4 各都市機能誘導区域と誘導施設の位置づけ

①金剛駅周辺地区 ②大阪狭山市駅周辺地区

【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】本編ｐ72～75
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関連部局の意向、関連計画や事業等の検討状況を踏まえ、以下の内容を精
査し、更新しています。
①誘導施設の位置づけと方向性 ②既存の誘導施設の分布状況と件数
③その他の位置づけの記載表現の見直し



③狭山駅周辺地区 ④今熊地区周辺地区

4-4 各都市機能誘導区域と誘導施設の位置づけ

【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】本編ｐ76～80
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関連部局の意向、関連計画や事業等の検討状況を踏まえ、以下の内容を精
査し、更新しています。
①誘導施設の位置づけと方向性 ②既存の誘導施設の分布状況と件数
③その他の位置づけの記載表現の見直し



⑤狭山ニュータウン地区北部周辺地区 ⑥狭山ニュータウン地区南部周辺地区

4-4 各都市機能誘導区域と誘導施設の位置づけ

【計画素案 第４章 都市機能誘導区域】本編ｐ81～84
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関連部局の意向、関連計画や事業等の検討状況を踏まえ、以下の内容を精
査し、更新しています。
①誘導施設の位置づけと方向性 ②既存の誘導施設の分布状況と件数
③その他の位置づけの記載表現の見直し



【補足説明：誘導施設の記載表現について本編ｐ66、72～84、152~158
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都市機能誘導区域Ａ

都市機能誘導区域Ｂ

区域Ｂで位置づけのある
誘導施設

区域Ａに位置づけのある
誘導施設

要

要

建築・開発 休止・廃止

不要

不要

◆ 補足説明 ◆

【第2回策定委員会の意見を踏まえた修正】
▶位置づけの無い誘導施設の記載表現について



【補足説明：都市機能誘導区域及び誘導施策の記載表現について本編ｐ68、81～84、144~147

19

【第2回策定委員会の意見を踏まえた修正】
▶第一種低層住居専用地域を含めた都市機能誘導区域について

第7章誘導施策として、沿道サービスエリアにお
ける「居住環境向上用途誘導地区」の検討につ
いて記載。

〇既存施設は現状の充足状況（件数）を記載
〇事業計画(誘導施策）等のあるものは第7章で具体的に記載

〇保育所、こども園は第一種低層住居専用地域でも立地可能

【第2回策定委員会の意見を踏まえた修正】
▶既存の誘導施設と具体的な事業計画等のある誘導施設について

狭山ニュータウン地区北部周辺地区 狭山ニュータウン地区南部周辺地区


